
　町では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用
し、物価高騰の影響を受けている町民の皆さんの暮らしを支援する
ため、２つの支援策を実施します。

配布対象：令和7年11月30日時点で豊浦町に住民票のある方
配 布 額：１人あたり28,000円（500円×56枚）
配布方法：世帯ごとに郵送でお届けします。
使用期間：令和8年3月頃～ 6月30日まで
使えるお店：町内の登録店舗
申請は不要です。届き次第すぐに
利用することができます！

対象世帯：住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯
内　　容：水道料金の基本料金分を免除
対象期間：①令和８年３月～５月使用分（令和７年度所得情報抽出）
　　　　　②令和８年６月～８月使用分（令和８年度所得情報抽出）
原則申請は不要です。対象となる世帯には、
町から順次お知らせします。

・生活応援券について：水産商工観光課 商工観光係　83-1408
・水道料金について　：建設課 水道下水道係　　　　83-1413

とようら生活応援券を配布！

水道料金の基本料金を減免！

お問い合わせ

がんばる暮らしを応援！
〜豊浦町の物価高騰対策〜

詳細はこちら
町ホームページ▶

詳細はこちら
町ホームページ▶

見本見本
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